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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。
市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内

相　　　談 日　時 場所／問合先

○弁護士相談（事前に要予約 )

（弁護士が法的な見解等を助
言 )

1月 11日（金）、25日（金）
2月 8日（金）、22日（金）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

1 月 17日（木）
10時～ 12時

大平隣保館 2階相談室 /☎(43)6611
0120-46-7830

2 月 18日（月）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

2 月 26日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

1 月 22日（火）
10時～ 12時

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

2 月 21日（木）
10時～ 12時

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○法律相談 ( 事前に要予約 )
※栃木市社会福祉協議会主催

1月 15日（火）
9時～ 12時

大平地域福祉センター ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

〇宅地建物相談 (事前に要予約)
(土地・建物の売買や賃貸借、所有と管理)

1 月 18日（金）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○市民相談
(日常生活の問題など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○消費生活相談 ( 商品やサー
ビスなど消費生活全般 )

月～金曜日
9時～ 16時

入舟庁舎 /消費生活センター
　          ☎ (23)8899 FAX (23)8820

○合同相談
(行政相談・人権相談 )

　※移動県民相談も同時開設

1月8日（火）、※22日（火）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

1 月 17日（木）
10時～ 12時

大平総合支所 1 階 相談室 /
大平市民生活課☎ (43)9211

※ 2月 13日（水）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

2 月 26日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 大会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

1 月 22日（火）
13時 30分～15時 30分

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

※ 2月 21日（木）
13時 30分～15時 30分

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○人権相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

○配偶者等からの暴力 (DV)
相談

月～金曜日
9時～ 16時

配偶者暴力相談支援センター
☎（21）2218

○いじめ相談電話 月～金曜日 9時～ 17時
※土日祝日･時間外は留守電･FAX

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (24)0667　FAX (21)2690

○青少年相談
(非行問題・不登校など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (23)6566　FAX (21)2690

○家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の
子どもとその家族 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

○児童虐待相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／子育て支援課☎ (21)2226　
※左記以外の時間は☎ 189
（児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ）

○障がい児者相談 (福祉サービ
スの利用・障がいを理由とする
差別・合理的配慮及び虐待防止)

月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎 / 障がい児者相談支援セン
ター(障がい福祉課内)☎(21)2235、
(21)2236、(21)2208 FAX (21)2682

○就労支援相談(事前に要予約)

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時

※
祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113
第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

○高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待）

月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター ☎（21）2245・2246

○もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

1月 11日（金）
10時～ 11時 30分

本庁舎 1階 市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

  年末年始は子育てのよい機会

73 　年末年始、みなさんのご家庭ではどのように過ごされ
ますか？慌ただしさを感じる時期ですが、家族が一緒に過ごせる
時間も多くなり、子育てにとって絶好の機会でもあります。
　子育ての目標は子どもの自立（大人になること）。それを促すものに「手伝い」
があります。大掃除の手伝いは、家がきれいになった達成感を味わうとともに、
ていねいに片付ける習慣が身に付きます。おせちなどの料理の手伝いは、人をよ
い気分にすることができたという自信を感じさせます。包丁が使えなくても、混
ぜる・味を見る・盛り付ける・運ぶなども立派な手伝いです。がんばっている子
どもに家族が感謝の気持ちを伝えると、さらなる意欲につながります。
　また、子育てのしつけで忘れてならないものに「金銭感覚」があります。自分
の小遣いで自分の欲しいものを買う経験は、このうえなく大切なものです。子ど
もが心待ちにしている「お年玉」、中には驚くような金額を手にする子どももい
るそうです。子どもと話し合いながら、賢く使ったり蓄えたりできる金銭感覚を
養いたいものです。
　去りゆく年を無事に過ごせたことにお礼をする「除夜詣」や新しい年も幸せに
暮らせるようにお願いをする「初詣」などの地域社会の行事は、日本の文化・伝
統について子どもと一緒に知るよい機会でもあります。
　家族とのふれあいを深めるご家庭での行事や、さまざまな人々とのつながりが
できる地域の行事を子育てに、いかしていきましょう。   生涯学習課 ☎ (21)2490

市政トピックスHearts of TOCHIGI

北海道滝川市と交流推進確認書を締結しました
　11月 11・12日、本市の友好親善都市である滝川市の市長・議長が、来訪され、
滝川市と本市との交流推進確認書の締結式が行われました。
　滝川市とは、昭和 57年に友好親善都市提携の盟約を締結して以来、社会・
経済・教育文化の交流を積極的に行っています。今後も、両市の相互理解と交
流促進が図られることが期待されます。

消防団員が蔵の街大通りを堂々の行進
　11月 4日、栃木市総合運動公園およびとちぎ蔵の街大通りにて、栃木市消
防団通常点検が開催されました。当日は、災害発生に備えて待機する団員を除
いた、約 1,100 名の団員が一同に集結し、総合運動公園にて服装や機械器具の
点検を披露しました。その後は会場をとちぎ蔵の街大通りに移し、栃木第三小
学校の鼓笛隊の演奏により、車両部隊と共に分列行進を行いました。

地域の課題解決や将来を一緒に話し合いませんか？
地域会議委員を募集します

　「地域会議」は、平成 27年から始まった、栃木市独自の地域自治制度です。
地域の住民代表組織として、地域の課題解決や地域の将来について話し合うも
ので、市内 8地域にそれぞれ設置しています。この地域会議の第３期目の委員
を以下のとおり募集します。
応募資格　 平成 31年 4月 1日現在、各地域会議の区域内に在住・在勤・在学

の、満 20歳以上の方（栃木市の議会議員、行政委員、常勤の職員、
本市の審議会等の委員に 2つ以上なっている方を除く）。

募集人数　各地域 3人（※栃木中央地域・大平地域は 4人）
任 期　2019 年（平成 31年）4月 1日から 2021年 3月 31日まで
報 酬　日額 4,000 円（部会の場合は日額 1,000 円）
活動内容　 月 1回程度の会議に参加していただきます（開催日時は地域で異な

ります）。部会を設け活動する場合があります。
応募方法　 所定の応募用紙（提出先および市ホームページに設置）を、直接、郵送、

FAX、Eメールにて、問合先へ提出。2月１日（金）17時 15分必着
提 出 先　 地域づくり推進課〔本庁舎 3階３B-4 窓口〕　各総合支所地域づくり

推進課、国府・大宮・吹上・皆川・寺尾公民館でも受け付けます。
選 考　 書類選考を行い、結果は応募者全員に通知します。なお、選考に当たっ

ては、年齢、性別等のバランスを考慮します。
※委員の氏名は公表されます。
※地域会議の活動など、詳細は市ホームページをご覧ください。
問 合 先 　地域づくり推進課　☎（21）2331

　年末年始、みなさんのご家庭ではどのように過ごされ
ますか？慌ただしさを感じる時期ですが、家族が一緒に過ごせる


